
　森トラスト株式会社（社長　森  章）（以下「森トラスト」）と大和証券ＳＢキャピ
タル・マーケッツ株式会社（社長　清田  瞭）（以下「大和ＳＢＣＭ」）とは、所要の関
係官庁の許認可等と法制度の整備を前提として、不動産ファンドの組成、運用に係
る投資顧問会社を合弁で設立し、新会社によって不動産ファンドを組成することに
ついて基本合意致しました。

〈共同事業の経緯と目的〉
　　森トラストと大和ＳＢＣＭは、かねてより不動産証券化の促進と不動産市場の活性化が
大きな社会的課題であり、これを解決するためには不動産と金融の本格的融合が必要との
認識が一致しておりました。そうしたなか、不動産ファンドに関する法改正の行方が見え
てきたことから、共同事業を進めることに合意致しました。

　　事業の目的は、不動産投資、運営、管理等の不動産事業に関するノウハウを持つ森トラ
ストと、金融、資本市場に関するノウハウを持つ大和ＳＢＣＭとが協力して不動産市場と
金融市場を結び付け、本格的な不動産証券化マーケットを創設しようとするものです。

今回の基本合意は、以下の２つの共同事業を対等の立場で行うものです。

１ .不動産ファンド運用に係る投資顧問会社の設立

　　森トラストと大和ＳＢＣＭは、ノウハウを相互に提供し合い、これらを融合させること
により、不動産ファンドの組成、運用アドバイスを中心とした不動産のアセットマネジメ
ントにかかるサービスを提供できる、いわゆる投資顧問会社を共同で設立致します。

　

　設立時期：　平成12年早期（関係官庁の設立に関する許認可等を取得後、速やかに行います。）

　資  本  金：　未定　（業務の適正な遂行、許認可等の取得に十分な資本とします。）

　出  資  者：　森トラスト、大和ＳＢＣＭ又は大和証券グループ内の会社

　出資比率：　森トラスト：大和証券グループ＝50:50（予定）

　役  職  員：　両社より役職員を派遣

　許認可等：　（業務に必要な許認可等の早期取得をめざします。）
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(注)森トラスト大和不動産投信株式会社は、2001年8月に日本総合ファンド株式会社
　に社名変更いたしました。
　　

1



２ .不動産ファンドの共同組成

　　森トラストと大和SBCMは、金融市場を介した不動産市場への資金導入を行うべく、
不動産ファンドを共同で組成します。

　組成時期：　平成１２年中（投信法等の改正の状況をみて、速やかに組成します。）

　募集金額：　未定

　投資対象：　複数の優良オフィスビルが中心

　投資証券：　条件が整い次第、証券取引所へ上場予定

　今後、合弁会社の設立に関する詳細契約に調印した上で、所要の許認可等の取得
手続を経て新会社を発足させる予定です。

　上記共同事業を皮切りに、今後も両社は不動産と金融の専門能力の融合により、
不動産証券化を通じた資本市場と不動産市場の結合の促進、日本の不動産市場の活
性化に向けて大きな役割を果たせるよう努力してまいります。
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